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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底部に金属膜が形成された発光素子と、
　前記発光素子が載置され、該発光素子の下部からその周辺部にわたって配置された金属
部材と、
　前記金属部材と前記発光素子の金属膜とを接着する金属からなるダイボンド部材とを有
し、
　前記発光素子の下方であって、前記発光素子底面の金属膜の周縁部から始まって前記発
光素子の内側に向かって広がるように、かつ前記ダイボンド部材の周辺部に、前記金属部
材よりも前記ダイボンド部材に対して濡れ性の悪い領域が配置されていることを特徴とす
る発光装置。
【請求項２】
　前記金属部材は基板上に形成されており、前記濡れ性の悪い領域は、前記基板の一部が
露出してなる請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記金属膜は、前記発光素子の底面全面に形成されている請求項１又は２に記載の発光
装置。
【請求項４】
　前記濡れ性の悪い領域は、それぞれ分離した２以上の領域として形成されている請求項
１～３のいずれか１つに記載の発光装置。
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【請求項５】
　前記濡れ性の悪い領域は、金属膜の大きさの１～２０％の大きさで配置されてなる請求
項１～４のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項６】
　基板と、
　前記基板上に形成された金属部材と、
　底部に金属膜が形成された発光素子と、
　前記金属部材と前記発光素子の金属膜とを接着する金属からなるダイボンド部材とを備
えた発光装置であって、
　前記発光素子の下方、かつ前記発光素子底面の金属膜の周縁部から始まって前記発光素
子の内側に向かって広がるように、前記基板の一部が前記金属部材から露出してなること
を特徴とする発光装置。
【請求項７】
　前記発光素子の下方に形成される前記基板の一部が露出してなる領域は、それぞれ分離
した２以上の領域として形成されている請求項６に記載の発光装置。
【請求項８】
　前記金属膜は、前記発光素子の電極となる請求項１又は６に記載の発光装置。
【請求項９】
　前記金属膜は、前記発光素子から発せられる光に対して７０％以上の反射率を有する請
求項１又は６に記載の発光装置。
【請求項１０】
　金属部材及び／又は金属膜は、ダイボンド部材との接触角が４５°以下である請求項１
～９のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記基板の一部が露出してなる領域は、金属膜の大きさの１～２０％の大きさで配置さ
れてなる請求項６又は７に記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置に関し、より詳細には、発光素子が、金属部材に対してダイボンド
されて構成された発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、発光素子が、絶縁基板表面を被覆する金属部材からなるダイパッド部に対し
てダイボンドされ、さらにパッケージ（封止部材）に埋め込まれて構成された発光装置が
提案されている。この発光装置は、発光素子を絶縁基板の表面に形成したダイパッド部に
対してダイボンディングする際、半田ペースト等の加熱溶融性のダイボンド部材を、適量
、ダイパッド部の表面に塗着し、このダイボンド部材の上に、発光素子を載置し、ダイボ
ンド部材をリフローさせた後に凝固させる方法により製造されている（例えば、特許文献
１）。
【０００３】
　この製造方法では、絶縁基板におけるダイパッド部は、ダイボンディングする矩形状の
発光素子の長さ寸法及び幅寸法の０．５０～１．５０倍とされており、これによって、リ
フロー時にダイボンド部材の表面張力によるセルフアライメント効果で、発光素子をダイ
パッド部の中心に正確に配置させている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２６４２６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかし、絶縁基板におけるダイパッド部の寸法を、発光素子の寸法の０．５０～１．５
０倍とするのみでは、発光素子をダイパッド部の中心に正確に配置することができず、そ
のため、近年のアライメントずれに対する厳密な要求を十分に満足させることができない
。また、ある程度、正確に配置させることができたとしても、発光装置自体の光損失を免
れないという新たな課題が生じる。
【０００６】
　つまり、ダイパッド部の寸法を、発光素子の寸法とほぼ同じ大きさ以下にする場合には
、ダイボンド部材の表面張力が良好に働き、適所に正確に発光素子を配置させることがで
きる。しかし、通常、発光素子は、反射率の低い絶縁基板に載置されるため、ダイパッド
の寸法が発光素子の寸法とほぼ同じであれば、発光素子の側面から発光素子の周辺に向け
て出射される光が絶縁基板に吸収／透過されることとなり、発光装置の光強度が大きく損
なわれる。
【０００７】
　また、発光強度の低下を防止するために、ダイパッド部の外周に別途金属膜を形成する
ことが必要となる。しかし、この場合でも、金属膜は、アライメントずれを発生させない
ため、ダイパッド部とは分離して形成することが必要となり、やはり、この分離した領域
（絶縁基板が露出した領域）における光損失は避けられない。
【０００８】
　さらに、発光素子から出射される光の吸収を防止するために、発光素子の裏面全面（つ
まり、ダイボンド面）に金属膜を形成することが考えられる。しかし、発光素子の裏面全
面に金属膜が形成されると、ダイボンド部材の表面張力の作用により、ダイパッド部の大
きさと金属膜の大きさとの差分のアライメントずれが生じることとなり、ダイパッド部の
中心に正確に配置することができない。
【０００９】
　加えて、ダイパッド部の寸法が、発光素子の寸法より大きい場合には、発光素子からの
光を、発光素子の周辺におけるダイパッド部によって、反射させることができ、発光装置
の光強度の低下を防止することができるが、その一方、ダイパッド部内で、発光素子が移
動することとなり、発光素子の大きさと、ダイパッド部の大きさとの差分のアライメント
ずれが生じる。
　この発光素子のアライメントずれは、発光装置の色ずれ、色むら等を招くこととなるた
め、特に、近年、発光装置に対する色むら改善への要求が高まっている現状においては、
満足できるものではない。
【００１０】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、絶縁性基板による光損失の低減と、ア
ライメントズレの防止というトレードオフの関係に対して、光強度の向上、アライメント
ずれのない発光素子の高精度な実装という双方の効果を実現することにより、高性能及び
高信頼性の発光装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の発光装置によれば、
　底部に金属膜が形成された発光素子と、
　前記発光素子が載置され、該発光素子の下部からその周辺部にわたって配置された金属
部材と、
　前記金属部材と前記発光素子の金属膜とを接着する金属からなるダイボンド部材とを有
し、
　前記発光素子の下方であって、前記発光素子底面の金属膜の周縁部から始まって前記発
光素子の内側に向かって広がるように、かつ前記ダイボンド部材の周辺部に、前記金属部
材よりも前記ダイボンド部材に対して濡れ性の悪い領域が配置されていることを特徴とす
るか、あるいは、
　基板と、
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　前記基板上に形成された金属部材と、
　底部に金属膜が形成された発光素子と、
　前記金属部材と前記発光素子の金属膜とを接着する金属からなるダイボンド部材とを備
えた発光装置であって、
　前記発光素子の下方、かつ前記発光素子底面の金属膜の周縁部から始まって前記発光素
子の内側に向かって広がるように、前記基板の一部が前記金属部材から露出していること
を特徴とする。
　これらの発光装置では、
　前記金属部材は基板上に形成されており、前記濡れ性の悪い領域は、前記基板の一部が
露出してなることが好ましい。
　前記金属膜は、前記発光素子の底面全面に形成されていることが好ましい。
　前記濡れ性の悪い領域は、それぞれ分離した２以上の領域として形成されていることが
好ましい。
　前記濡れ性の悪い領域は、金属膜の大きさの１～２０％の大きさで配置されてなること
が好ましい。
　前記発光素子の下方に形成される前記基板の一部が露出してなる領域は、それぞれ分離
した２以上の領域として形成されていることが好ましい。
　前記金属膜は、前記発光素子の電極となることが好ましい。
　前記金属膜は、前記発光素子から発せられる光に対して７０％以上の反射率を有するこ
とが好ましい。
　金属部材及び／又は金属膜は、ダイボンド部材との接触角が４５°以下であることが好
ましい。
　前記基板の一部が露出してなる領域は、金属膜の大きさの１～２０％の大きさで配置さ
れてなることが好ましい。                                                        
      
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に発光装置によれば、絶縁性基板による光損失の低減と、アライメントズレの防
止というトレードオフの関係に対して、光強度の向上、発光素子の高精度な実装という双
方の効果を実現することができる。その結果、高性能及び高信頼性の発光装置を得ること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の発光装置は、発光素子と、金属部材とを有して構成され、発光素子の底部に金
属膜が形成され、かつ発光素子と金属部材とはダイボンド部材により接着されている。な
お、金属部材は、通常、基板上に形成されている。
【００１４】
（発光素子）
　発光素子は、半導体発光素子であればよく、いわゆる発光ダイオードと呼ばれる素子で
あればどのようなものでもよい。例えば、基板上に、ＩｎＮ、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＩｎＧａ
Ｎ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＡｌＮ等の窒化物半導体、III－Ｖ族化合物半導体、II－VI族
化合物半導体等、種々の半導体によって、活性層を含む積層構造が形成されたものが挙げ
られる。基板としては、Ｃ面、Ａ面、Ｒ面のいずれかを主面とするサファイアやスピネル
（ＭｇＡ１2Ｏ4）のような絶縁性基板、また炭化珪素（６Ｈ、４Ｈ、３Ｃ）、シリコン、
ＺｎＳ、ＺｎＯ、ＧａＡｓ、ダイヤモンド；ニオブ酸リチウム、ガリウム酸ネオジウム等
の酸化物基板、窒化物半導体基板（ＧａＮ、ＡｌＮ等）等が挙げられる。半導体の構造と
しては、ＭＩＳ接合、ＰＩＮ接合、ＰＮ接合などのホモ構造、ヘテロ結合あるいはダブル
ヘテロ結合のものが挙げられる。また、半導体活性層を量子効果が生ずる薄膜に形成させ
た単一量子井戸構造、多重量子井戸構造としてもよい。活性層には、Ｓｉ、Ｇｅ等のドナ
ー不純物及び／又はＺｎ、Ｍｇ等のアクセプター不純物がドープされる場合もある。得ら



(5) JP 5125060 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

れる発光素子の発光波長は、半導体の材料、混晶比、活性層のＩｎＧａＮのＩｎ含有量、
活性層にドープする不純物の種類を変化させるなどによって、紫外領域から赤色まで変化
させることができる。
【００１５】
　発光素子は、特にその形状は限定されないが、例えば、円形、楕円形、多角形又はこれ
に近い形状であることが適しており、特に、四角形、矩形、正方形又はこれらに近似する
形状であることがより好ましい。
　このような発光素子は、基板に対して同じ側にｎ電極及びｐ電極が形成された片面電極
のものであってもよいし、ｎ電極又はｐ電極が、基板の裏面に形成された両面電極のもの
であってもよい。
【００１６】
（金属膜）
　発光素子の底部（発光素子のダイボンド面）には、全面又は一部において、金属膜が形
成されている。特に、金属膜が多角形であるか、発光素子の裏面全面に形成されているこ
とが好ましい。これにより、発光素子側の濡れ性が高まるため、セルフアライメント効果
を効率的に発揮させることができる。金属膜は、発光素子から発せられる光に対して７０
％以上、さらに８０％以上の反射率を有することが好ましい。この金属膜は、基板の裏面
に電極が形成されている場合には、その電極上に形成されることが好ましいが、電極及び
／又は金属膜が、両機能を兼ね備えていてもよい。
【００１７】
　金属膜は、例えば、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、Ｐｄ等の単層膜又は積層膜により形成すること
ができる。金属膜の成膜方法は、公知の方法、例えば、蒸着、スパッタ法、メッキ法等、
種々の方法を利用することができる。
　なお、金属膜の表面（つまり、ダイボンド側の表面）には、後述するダイボンド部材の
拡散を防止するバリア層が形成されていることが好ましい。バリア層は、例えば、Ｍｏ、
Ｗ、Ｒｈ等の高融点金属の単層膜又は積層膜により形成することができる。バリア層の成
膜方法は、公知の方法、例えば、蒸着、スパッタ法、メッキ法等、種々の方法を利用する
ことができる。
　また、金属膜は、ダイボンド部材との接触角が９０°程度以下、８０°程度以下、６０
°程度以下、さらに４５°程度以下の材料であることが好ましい。また、別の観点から、
後述する濡れ性の悪い領域（例えば、基板表面）へのダイボンド部材の接触角よりも１０
°程度小さい、２０°程度小さい、３０°程度小さいことが好ましい。これにより、ダイ
ボンド部材がより濡れ易い領域に浸潤し、発光素子を所望の領域により容易にアライメン
トさせることができる。なお、この明細書において、接触角は、接合材料の融点＋４０～
５０℃における静滴法によって測定した（「溶融マグネシウムによる黒鉛のぬれ」、「軽
金属」第５５巻、第７号（２００５）ｐ３１０－３１４参照）値を指す。
【００１８】
（金属部材）
　金属部材は、通常、ダイパッド部として、発光素子を載置、固定するために用いられる
。また、金属部材は、発光素子の下部からその周辺部にわたって配置されている。金属部
材は、基板表面を被覆するように、基板上に配置されていることが好ましい。金属部材は
、必ずしも基板の全表面を被覆していなくてもよいが、発光素子がダイボンドされる領域
及びその周辺部を含めて、発光素子の占有面積の１２０％以上、１３０％以上、１５０％
以上の領域を被覆していることが好ましい。これにより、発光素子から出射される光を効
果的に利用することができる。この場合、金属部材は、発光素子の直下からその周辺部に
おいて、連続的に又は一部連続して配置されていることが好ましい。また、発光素子の周
辺において、偏在することなく、ほぼ均等に配置されていることが好ましい。さらに、金
属部材は、発光素子の外側から、少なくとも、発光素子の周縁部の直下にまで及んでいる
ことがより好ましい。
【００１９】
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　金属部材は、特にその材料は限定されないが、素子からの発光を有効に利用するため、
発光素子から発せられる光に対して、例えば、７０％程度以上、好ましくは８０％程度以
上、８５％程度以上、９０％程度以上の反射率を有するものが適している。また、後述す
る濡れ性の悪い領域よりも高い反射率を有するものが適している。
　金属部材は、セルフアライメント効果を得るため、ダイボンド部材との接触角が９０°
程度以下、８０°程度以下、６０°程度以下、さらに４５°程度以下の材料であることが
好ましい。また、別の観点から、後述する濡れ性の悪い領域（例えば、基板表面）へのダ
イボンド部材の接触角よりも１０°程度小さい、２０°程度小さい、３０°程度小さいこ
とが好ましい。
【００２０】
　また、比較的大きい機械的強度を有するもの、あるいは打ち抜きプレス加工又はエッチ
ング加工等が容易な材料が好ましい。例えば、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、Ｐｄ等の単層膜又は積
層膜により形成することができる。金属部材を基板上に膜状に形成する場合には、公知の
方法、例えば、蒸着、スパッタ法、メッキ法等、種々の方法を利用することができる。
【００２１】
　通常、発光装置では、発光素子と電気的に接続される金属のリード電極が、発光素子等
とともに、後述する封止部材（封止樹脂）内に埋設されるが、金属部材をリード電極とし
て利用することもできる。
　金属部材と発光素子とが、ワイヤを用いたワイヤボンディングによって接続される場合
、ワイヤとしては、発光素子の電極とのオーミック性が良好であるか、機械的接続性が良
好であるか、電気伝導性及び熱伝導性が良好なものであることが好ましい。熱伝導率とし
ては、０．０１ｃａｌ／Ｓ・ｃｍ2・℃／ｃｍ程度以上が好ましく、さらに０．５ｃａｌ
／Ｓ・ｃｍ2・℃／ｃｍ程度以上がより好ましい。作業性などを考慮すると、ワイヤの直
径は、１０μｍ～４５μｍ程度であることが好ましい。このようなワイヤとしては、例え
ば、金、銅、白金、アルミニウム等の金属及びそれらの合金が挙げられる。
【００２２】
（ダイボンド部材）
　ダイボンド部材は、発光素子の金属膜が、後述する金属部材に直面するように金属部材
上に載置され、固定するために用いられる接合部材である。例えば、ＳｎＰｂ系、ＳｎＡ
ｇＣｕ系、ＡｕＳｎ系、ＳｎＺｎ系、ＳｕＣｕ系等の材料を好適に使用することができる
。なかでも、ＡｕＳｎ系共晶が好ましい。また、任意に、これらに、濡れ性又はハンダク
ラック性を改善する目的で、Ｂｉ、Ｉｎ等を添加してもよい。なお、ダイボンド部材は、
通常、発光素子の直下に配置されており、発光素子の周辺部に及ぶように配置されること
はなく、そのような領域にまで配置していないことが好ましいが、本発明においては、ア
ライメント効果に対して無視し得る程度、発光素子の一部の周辺部にまで広がっていても
よい。
【００２３】
（濡れ性の悪い領域）
　本発明においては、通常、金属部材上に発光素子がダイボンド部材によりダイボンドさ
れているが、発光素子の下方であって、かつダイボンド部材の周辺部に、ダイボンド部材
の接着領域よりもダイボンド部材に対して濡れ性の悪い領域が配置されている。この明細
書中において、濡れ性の悪い領域とは、ダイボンド部材との接触角が９０°を超える領域
のことを指す。濡れ性の悪い領域は、さらに、１００°、１０５°、１１０°以上の接触
角を有する材料であることが好ましい。このような濡れ性の悪い領域は、どのような材料
又は状態によって形成されていてもよい。例えば、この領域は、金属部材上に形成された
薄膜等であってもよいが、金属部材下の基板等の一部が露出することにより配置されてい
ることが好ましい。これにより、濡れ性の悪い領域を、ダイボンド部材が配置される部分
よりも低い位置に配置することができるため、発光素子は、周囲の高さが低い方が容易に
移動し、発光素子のセルフアライメントが容易となる。
　この領域は、ダイボンド部材の周辺部に配置しているのであれば特にその位置は限定さ



(7) JP 5125060 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

れないが、発光素子の金属膜の周縁部から内側（言い換えると、発光素子の中心側、発光
素子の直下）に対応する領域であることが好ましい。より詳細には、金属膜の周縁部から
内側に所定幅を有する領域であることが好ましい。ただし、ダイボンド部材の全周辺部に
均一に配置されていなくてもよく、後述するように、周辺部の一部においては配置してい
なくてもよい。また、この領域は、セルフアライメントの効果を保ちつつ、光損失の原因
となる濡れ性の悪い領域の面積を少なくするため、金属膜の周縁部から内側に対応する領
域において、それぞれ分離した２以上の領域であることが適しており、互いに対向する一
対の領域が２組配置することにより構成されることが好ましい。ここで互いに対向する一
対の領域とは、発光素子に設けられた金属膜の形状又はこれに近似する形状の対向する弧
又は各辺に沿った領域を意味する。また、２組配置されるとは、このような各辺に沿った
領域が、少なくとも２組存在することを意味する。さらに、この領域は、金属膜の中心線
に対して線対称に形成されていることが好ましい。これにより、よりセルフアライメント
効果を発揮させることができる。
【００２４】
　具体的には、２組の互いに対向する一対の領域とは、後述するように、発光素子の金属
膜が四角形の場合には、各辺に沿った、つまり各辺に平行な４つの領域（図１（ａ）参照
）、六角形の場合には、６辺のうち少なくとも互いに対向する４辺に沿った４つの領域（
図４（ｅ）参照）を意味する。個々の領域は、例えば、円、楕円、多角形又はこれに近似
するいずれの形状でもよい。ただし、必ずしも完全に独立／分離した領域でなくてもよく
、２組の一対の領域、つまり４つの領域のうち、２つ以上が一体的に繋がっていてもよい
（図１（ｂ）～（ｄ）参照）。なかでも、図１（ａ）に示したように、この領域は、金属
膜が四角形、特に矩形であり、この金属膜の周縁に対して平行に、この周辺部から所定の
幅をもった四角形、特に矩形の領域が、互いに平行に対向して一対の独立した領域を形成
し、さらにこの一対の独立領域が２組独立して形成されていることが好ましい。
【００２５】
　この各独立した領域は、金属膜の周縁部の各辺の中央に形成されていることが好ましい
。この領域の幅は、通常のダイボンディングの際に、ダイボンド部材がこの領域を超えて
互いに繋がらない程度であることが適している。例えば、２０～２００μｍ程度の幅が挙
げられる。別の観点から、金属膜の幅の５～２０％程度、長さは、金属膜の長さの２０～
９０％程度、さらに２０～８０％程度であることが好ましい。
　また、２組の一対の領域は、２以上の領域で形成されている場合には、各領域はその面
積が異なっていてもよいが、４つの同じ大きさ及び／又は同じ形状の領域で形成されてい
ることが好ましい。具体的には、この４つの領域は、それぞれ、金属膜の１～２０％程度
の面積であることが適している。別の観点から、２以上の領域で形成されている場合には
、この領域の全面積は、金属膜の４～８０％であることが好ましい。
【００２６】
（基板）
　基板は、発光素子を載置し、固定するための基板であり、絶縁性を確保するために適切
な材料で形成されていることが好ましい。具体的には、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ等のセラミック
、高融点ナイロン等のプラスチック、ガラス等が挙げられる。なかでも、ダイボンド部材
との接触角が９０°を超える材料であることが適しており、さらに、１００°、１０５°
、１１０°以上の材料であることがより好ましい。このような材料を選択することにより
、発光素子のダイボンディング時におけるダイボンド部材のアライメント効果をより顕著
に発現させることができる。
【００２７】
（その他の部材）
（封止部材）
　封止部材は、上述した発光素子等を、好ましくは一体的に又は塊状に封止し、発光素子
等に対して、絶縁性を確保することができるものであれば、どのような材料によって形成
されていてもよい。例えば、ポリフタルアミド（ＰＰＡ）、ポリカーボネート樹脂、ポリ
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フェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、液晶ポリマー（ＬＣＰ）、ＡＢＳ樹脂、エポキシ樹
脂、フェノール樹脂、アクリル樹脂、ＰＢＴ樹脂等の樹脂、セラミック、硝子等が挙げら
れる。なかでも、透光性の樹脂であることが好ましい。これらの材料には、着色剤として
、種々の染料又は顔料等を混合して用いてもよい。例えば、Ｃｒ2Ｏ3、ＭｎＯ2、Ｆｅ2Ｏ

3、カーボンブラック等が挙げられる。なお、透光性とは、発光素子から出射された光を
７０％程度以上、８０％程度以上、９０％程度以上、９５％程度以上透過させる性質を意
味する。
　封止部材の大きさ及び形状は特に限定されるものではなく、例えば、円柱、楕円柱、球
、卵形、三角柱、四角柱、多角柱又はこれらに近似する形状等どのような形状でもよく、
集光のためのレンズが一体形成されていてもよい。
【００２８】
　封止部材には、拡散剤又は蛍光物質を含有させてもよい。拡散剤は、光を拡散させるも
のであり、発光素子からの指向性を緩和させ、視野角を増大させることができる。蛍光物
質は、発光素子からの光を変換させるものであり、発光素子から封止部材の外部へ出射さ
れる光の波長を変換することができる。発光素子からの光がエネルギーの高い短波長の可
視光の場合、有機蛍光物質であるペリレン系誘導体、ＺｎＣｄＳ：Ｃｕ、ＹＡＧ：Ｃｅ、
Ｅｕ及び／又はＣｒで賦活された窒素含有ＣａＯ－Ａｌ2Ｏ3－ＳｉＯ2などの無機蛍光物
質など、種々好適に用いられる。本発明において、白色光を得る場合、特にＹＡＧ：Ｃｅ
蛍光物質を利用すると、その含有量によって青色発光素子からの光と、その光を一部吸収
して補色となる黄色系が発光可能となり白色系が比較的簡単に信頼性良く形成できる。同
様に、Ｅｕ及び／又はＣｒで賦活された窒素含有ＣａＯ－Ａｌ2Ｏ3－ＳｉＯ2蛍光物質を
利用した場合は、その含有量によって青色発光素子からの光と、その光を一部吸収して補
色となる赤色系が発光可能であり白色系が比較的簡単に信頼性よく形成できる。これらの
蛍光物質の他に、例えば、特開２００５－１９６４６号公報、特開２００５－８８４４号
公報等に記載の公知の蛍光物質のいずれをも用いることができる。
【００２９】
（その他の部品）
　本発明の発光装置は、発光装置の一部として又は封止部材表面に付属するように、例え
ば、発光素子の光の出射部（例えば、発光素子の上方）に、プラスチック又は硝子からな
るレンズ等が備えられていてもよい。また、発光素子からの光の取り出しを効率的に行う
ために、反射部材、反射防止部材、光拡散部材等、種々の部品が備えられていてもよい。
また、静電耐圧向上のための保護素子が備えられていてもよい。
【００３０】
　また、本発明の発光装置は、底面と、発光素子を取り囲む壁部を有するパッケージの凹
部内に発光素子や封止樹脂が配置される、表面実装型（ＳＭＤ）の発光装置として形成さ
れていてもよい。パッケージは、発光素子、封止樹脂等を保護することができるものであ
れば、どのような材料によって形成されていてもよい。なかでも、セラミック、乳白色の
樹脂など、絶縁性および遮光性を有する材料であることが好ましい。また、パッケージは
、発光素子等から生じた熱の影響を受けた場合の封止樹脂等との密着性等を考慮して、こ
れらとの熱膨張係数の差が小さいものを選択することが好ましい。パッケージの底面およ
び壁部は、基板及び金属部材と連続した材料であってもよく、電気的接続または放熱経路
を形成するため、金属部材の一部が露出していてもよい。パッケージ内側には発光素子か
らの光を反射する反射材料が設けられていてもよく、集光のためにリフレクタ形状に形成
されていてもよい。
　以下に、本発明の発光装置の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３１】
　実施例１
　この実施例の発光装置は、図２（ａ）及び（ｂ）に示したように、その表面に凹部１ａ
が形成されたＡｌ2Ｏ3からなるパッケージ１と、その凹部の底面である１ａ絶縁基板と、
絶縁基板１の上面の一部を被覆するＡｇからなる金属部材２、２ａと、表面に正及び負の
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電極５を備え、裏面全面にＡｌ金属膜（図示せず）が形成された発光素子３とを備えて構
成される。
　凹部内の金属部材２には、絶縁基板１が一部露出した露出領域１ｂが、濡れ性の悪い領
域として形成されている。この露出領域１ｂは、発光素子３に形成された金属膜の周縁部
３ａ直下から発光素子３の内側に配置されている。
【００３２】
　この発光装置は、以下のようにして製造することができる。
　まず、長さ８００μｍ、幅８００μｍの正方形の発光素子３を準備する。
　この発光素子３は、青色系に発光する窒化物系半導体からなり、波長４６５ｎｍの光を
放射する。発光素子３の表面には、正及び負の電極５がそれぞれ形成されている。また、
裏面には、Ａｌ金属膜、半田材料の拡散を防止するＷバリア膜、半田に濡れるＰｔ膜がス
パッタ法により、全面に、この順で積層されている。
【００３３】
　次いで、絶縁基板１として、長さ３．０ｍｍ、幅３．０ｍｍ、厚さ１．０ｍｍのＡｌ2

Ｏ3基板（波長４６５ｎｍの光の反射率が約７０％）を準備する。この絶縁基板１の中央
には、直径２．５ｍｍ、深さ０．６ｍｍの円筒状の凹部１ａが形成されている。
【００３４】
　この絶縁基板１の上面の一部及び凹部１ａの底面に、印刷法により、Ｗ膜を形成し、そ
のＷ膜を焼結させた後、膜厚約７μｍのＡｇメッキを施すことにより、Ａｇからなる金属
部材２、２ａを形成する。この金属部材は、波長４６５ｎｍの光の反射率が約９５％であ
る。
　凹部１ａの底面に形成した金属部材２は、ダイパッドと、ＬＥＤ発光時に絶縁基板１方
向へ放射する光に対する反射と、発光素子３の一方（例えば、負）の電極と接続するワイ
ヤボンドパッドとの、３つの機能を兼ねている。ダイパッド機能は、主として、発光素子
３の大きさに対応する領域内の金属部材２が果たし、反射機能及びワイヤーボンドパット
機能は、発光素子３の外周部分の金属部材２が果たす。
　また、絶縁基板１の上面の金属部材２ａは、発光素子３の他方（例えば、正）の電極と
接続するワイヤボンドパッド機能を果たす。
【００３５】
　凹部１ａの底面の金属部材２には、絶縁基板１であるＡｌ2Ｏ3を露出させる露出領域１
ｂが形成されている。この露出領域１ｂは、発光素子３（厳密には、発光素子３裏面の金
属膜）の周縁部３ａから発光素子３の内側に広がる領域として配置され、それぞれ幅５０
μｍ、長さ６００μｍの矩形の領域である。この露出領域１ｂは、発光素子３の周縁部３
ａの各辺の中央部分に、それぞれ独立して合計４個配置されている。
【００３６】
　続いて、ダイパッドに相当する金属部材２上に、ダイボンド部材（図示せず）として、
Ａｕが８０ｗｔ％、Ａｕ－Ｓｕ粒子とフラックスからなるペーストを適量塗布し、その上
に発光素子３を載置し、仮固定する。
【００３７】
　その後、発光素子３を所定の領域に高精度にアライメントするために、発光素子３が仮
固定された絶縁基板１を、３４０℃のリフロー炉に通して、ペースト溶剤であるフラック
スを揮発させ、Ａｕ－Ｓｎを溶融し、さらに凝固させて、金属部材２のダイパットに相当
する領域に接着融接合させる。
　その後、準水系洗浄剤にてフラックスを洗浄する。
【００３８】
　次に、発光素子３上面の正及び負の電極と、各電極に対応するワイヤボンドパッドとの
間に、ワイヤ４にて配線する。
　続いて、透光性被覆材（図示せず）として、蛍光物質が含有されたシリコーン樹脂を、
発光素子３の主光取り出し面と側面とに形成する。
【００３９】
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　このようにして得られた発光装置について、実装精度のばらつきを測定したところ、４
σで３０μｍであった。また、３５０ｍＷで駆動させた場合の光束を測定したところ、約
４５ｌｍであった。
　この結果から、本実施例の発光装置は、発光素子実装時に、ダイパッドとして機能する
金属部材２と、発光素子３の搭載位置を厳密に制御し得る濡れ性の悪い領域である絶縁基
板の露出領域１ｂとにより、セルフアライメント効果が十分に発揮されるため、実装精度
を著しく向上させることができる。従って、発光素子３の発光時に、絶縁基板１方向へ放
射する光を、発光素子３の外周部に存在する金属部材２によって効率よく反射させること
ができるために、光の取り出し効率を向上させることができる。
【００４０】
　比較例１
　比較例１として、図３（ａ）及び（ｂ）に示すように、絶縁基板１の凹部１ａ底面に形
成する金属部材１２の形状を、発光素子３の大きさと同じ形状とした以外、実質的に実施
例１と同様の構造の発光装置を形成した。この発光装置では、金属部材１２が形成されて
いない凹部１ａ底面は、絶縁基板が露出している。
【００４１】
　この発光装置では、金属部材１２は、実施例１における反射機能を有さない。
　従って、この発光装置を製造する際に、セルフアライメント効果は得られるものの、実
施例１に比べて発光素子３の発光時に、絶縁基板１方向へ放射する光の損失が大きくなっ
た。この場合の光束を実施例１と同様に測定したところ、約３６ｌｍであり、実施例１の
発光装置より２０％程度、光損失が生じた。
　また、実施例１と同様に実装ばらつきを測定したところ、４σで５０～７０μｍ程度で
あった。
【００４２】
　比較例２
　比較例２として、図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、絶縁基板１の凹部１ａ底面に形
成する金属部材２２の形状を、発光素子３の大きさと同じ形状とし、さらに発光素子の外
周部に、金属部材２２と５０μｍ隔離して、金属膜２３を形成した以外、実質的に実施例
１と同様の構造の発光素子を形成した。
【００４３】
　この発光装置では、ダイパッド部として機能する金属部材２２と金属膜２３との間に、
絶縁基板１の表面が露出している。
　従って、この発光装置を製造する際には、セルフアライメント効果は得られ、比較例１
に比べると、金属膜２３の効果により、発光素子３の発光時に、絶縁基板１方向へ放射す
る光の損失が緩和される。しかし、この発光装置の光束を測定したところ、約４０ｌｍで
あり、実施例１の発光装置より１０％程度、光損失が生じた。
　また、実施例１と同様に実装ばらつきを測定したところ、４σで５０～７０μｍ程度で
あった。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　照明用光源、各種インジケーター用光源、車載用光源、ディスプレイ用光源、液晶のバ
ックライト用光源、信号機、車載部品、看板用チャンネルレターなど、種々の光源に使用
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の発光装置における濡れ性が悪い領域を説明するための要部の概略平面図
である。
【図２】本発明の発光装置の要部を示す概略分解図及び斜視図である。
【図３】比較のための発光装置の要部を示す概略分解図及び斜視図である。
【図４】比較のための別の発光装置の要部を示す概略分解図及び斜視図である。
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【符号の説明】
【００４６】
　１０　発光装置
　１　絶縁基板
　１ａ　凹部
　１ｂ、１１ｂ、２１ｂ、３１ｂ、４１ｂ　絶縁基板の露出領域
　２、２ａ　金属部材
　３　発光素子
　３ａ　周縁部
　４　ワイヤー
　５　電極

【図１】 【図２】
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